
 
 
 

 
 

平成 26年３月 13日 

 
基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第二十七条第一

項に規定する総務大臣が別に告示する方法を定める件（平成 18 年総務省告示第

429 号）の一部改正案についての意見募集 
 

総務省は、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第二十七条第一項に規

定する総務大臣が別に告示する方法を定める件（平成 18年総務省告示第 429 号。以下「告示」とい

います。）の一部改正案を作成しました。 

つきましては、本改正案について、平成 26年３月 14日（金）から同年４月 14 日（月）までの間、

意見を募集します。 

 

１ 改正の背景・概要 

基礎的電気通信役務の提供に係る負担金の額の算定に用いる各月の１電気通信番号当たりの負担

金の額（合算番号単価）は毎年９月に算定し、翌年４月に修正するものであるため、半年ごとに変

更の必要が生じ得るものです。しかし、半年ごとという頻繁な変更については、基礎的電気通信役

務支援機関等において相応の周知費用を要すること、電気通信番号の利用者にとって分かりにくい

ものであることから、こうした状況を解消するため、①原則として４月の合算番号単価の修正は行

わないこと、②関連の規定の整備を内容とする改正を行います。 

改正案の概要及び新旧対照表は、別紙１及び別紙２のとおりです。 

 

２ 意見募集要領 

（１）意見募集対象 

・告示の一部改正案（新旧対照表：別紙２） 

（２）意見提出期限 

平成 26 年４月 14日（月）17時必着（郵送の場合も同日付け必着とします。） 

 詳細については、別紙３の意見募集要領を御覧ください。 

  

なお、意見募集対象については、総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp）の「報 道資

料」欄及び電子政府の総合窓口［ｅ－Ｇｏｖ］（http://www.e-gov.go.jp）の「パブリックコメン

ト」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供することとします。 

 

３ 今後の予定 

  

意見募集の結果を踏まえ、告示の改正を速やかに行う予定です。 
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【連絡先】 

 

連絡先：総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課 

担 当：廣瀬課長補佐、天野専門職、川本官 

Ｅ－mail: u-service＠ml.soumu.go.jp 

電 話：03 - 5253 - 5817 

ＦＡＸ：03 - 5253 – 5848 

 （注） 迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部

を変えています。「＠」を「@」に置き換えてください。  

 




